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　★は祝休日を除く

相談内容 日時 電話 会場・その他

父子家庭の就
業相談・一般
生活相談★

毎週㈪～㈮
18:00～20:00

父子家庭相談
支援センター
☎302･3663

Ｅメールkosoda
te@personal-
support.orgで
も相談可

シングルマザ
ーの就業・自
立相談★

毎週㈫
11:00～19:00、
毎週㈬～㈯
9:00～17:00

母子家庭相談
支援センター
☎212･4322

予約制／託児有
り／電話相談も
可

不妊・不育症
に関する相談
★

毎週㈬
9:00～10:00、
毎週㈭

15:00～17:00

みやぎ・せん
だい不妊・不
育専門相談セ
ンター
☎728･5225

専門の相談員が
対応

遺伝カウンセ
リング

10/26㈫
13:30～16:30

区役所家庭健
康課、総合支
所保健福祉課
（☎ は９ペ ー
ジ）

専門医が対応／
予約制

助産師による
妊産婦電話相
談★

毎週㈪・㈬・㈮
13:00～19:00

妊産婦の電話
相談
☎090･106
0･2232

妊娠・出産・育児
等に関する相談
に助産師が対応

女性医療相談 10/16㈯
14:00～17:00

宮城県女医会
☎090･707
5･2525

アエル28階で／
女性医師が対応／
予約制／託児有り

女性に対する
暴力に関する
相談★

毎週㈪・㈬～㈮
9:00～17:00、
毎週㈫

9:00～19:00

仙台市「女性
への暴力相談
電話」
☎268･5145

ＤＶや性暴力被
害などの相談に
女性相談員が対
応

男性のための
電話相談

10/8㈮・22㈮
18:00～21:00

仙台市「男性
のための電話
相談」
☎302･6158

生き方や働き方、
人間関係など、さ
まざまな悩みに男
性相談員が対応

55歳 以 上の
方の就業相談
★

毎週㈪～㈮
9:00～12:00、
13:00～17:00

仙台市生涯現
役促進協議会
☎217･0075

シルバーセンタ
ーで／専門の相
談員が対応／予
約制

高齢者に関わ
る総合相談

①一般相談
10:30～16:30
②専門相談
指定日時

シルバーセン
ター総合相談
センター
☎215･4135

②専門相談（税
務・年金・法律）
は予約制。曜日や
時間等詳しくは
お問い合わせを

難病に関する
さまざまな相
談
①面接・電話
相談★
②電話相談

①毎週㈪～㈮
10:00～17:00
②10/10㈰・16㈯
11:00～16:00

仙台市難病サ
ポートセンタ
ー
☎796･9131

難病に関する悩
みなどの相談に
専門の相談員が
対応。家族による
相談も可／①面
接相談は予約制

電話による消
費生活特別相
談

10/17㈰
10:00～16:00
(１人30分)

消費生活特別
相談ダイヤル
☎212･3110

弁護士・消費生活
相談員が対応

生活困りごと
と、こころの
健康相談

10/19㈫
13:00～16:00

宮城県司法書
士会
☎263･6755

宮城県司法書士
会館で／司法書
士・公認心理師等
が対応／予約制

無料法律相談
とこころの健
康相談会

10/23㈯
13:00～17:00

仙台いのちの
電話事務局
☎718･4401

福祉プラザで／
カウンセラー・弁
護士が対応／予
約制／託児有り

労働に関する
職場や仕事の
悩み相談★

毎週㈫
10:00～12:00、
13:00～16:00

仙台市労働相
談室
☎214･6144

市役所本庁舎１
階労働相談室で
／社会保険労務
士が対応／直接会
場へ／電話相談
も可

不動産無料相
談会

10/27㈬
10:00～15:00

宮城県不動産
鑑定士協会
☎265･7641

市役所本庁舎５
階第２会議室で
／不動産鑑定士
が対応／予約制

人事労務相談
会

11/18㈭
10:00～16:00
（１人50分） 仙台市産業振

興事業団
☎724･1212

アエル７階また
はオンラインで／
予約制／申ホーム
ページhttps://
www.siip.city.
sendai.jp/の申
し込みフォーム
または電話で

キャリア・コ
ンサルティン
グ

10/23㈯、
11/4㈭・20㈯
10:00～17:00
10/29㈮、11/11㈭
13:40～20:00

相談窓口　秘密厳守 税
の
お
知
ら
せ
　
　
　
　
　
　

市
県
民
税
の
納
期
限
で
す

　
令
和
３
年
度
市
県
民
税
の
第
３
期

分
は
、
11
月
１
日
㈪
ま
で
に
納
め
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
口
座
振
替
を
ご

利
用
の
方
も
11
月
１
日
㈪
に
振
り
替

え
に
な
り
ま
す
。

問
収
納
管
理
課
☎
214
・
1
0
1
0

10
月
支
給
分
の
年
金
か
ら
引
き
落
と

し
さ
れ
る
市
県
民
税
を
ご
確
認
く
だ

さ
い

　
令
和
３
年
４
月
１
日
現
在
65
歳
以

上
の
方
で
、
市
県
民
税
が
公
的
年
金

か
ら
の
引
き
落
と
し
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
方
に
は
、
６
月
に
通
知
書
を

送
付
し
て
い
ま
す
。
引
き
落
と
し
さ

れ
る
税
額
や
対
象
と
な
る
年
金
の
種

類
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
通
知
書
を

紛
失
さ
れ
た
場
合
は
再
発
行
し
て
お

送
り
し
ま
す
。

問
市
民
税
課
☎
214
・
1
０
０
９

市
税
の
納
税
が
困
難
な
方
へ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
収
入
に
相
当
の
減
少
が

あ
っ
た
な
ど
、
市
税
を
納
期
限
ま
で

に
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
事
情
が
あ

る
方
を
対
象
に
、
納
税
の
ご
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
猶
予
制
度
を

利
用
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
北
徴
収
課
【
青
葉
区
】
☎
214
・
8

1
5
2
【
泉
区
】
☎
214
・
5
0
2
7
、

南
徴
収
課
【
宮
城
野
区
・
若
林
区
】

☎
214
・
8
1
5
3【
太
白
区
】
☎

214
・
８
１
５
４

仙
台
市
都
市
計
画
審
議
会
　
　 

◦
日
時‖

11
月
２
日
㈫
午
後
２
時
～

◦
会
場‖

T
K
P
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ

仙
台
勾
当
台
（
青
葉
区
国
分
町
３│

６│

１
）　
◦
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

市
役
所
本
庁
舎
1
階
市
政
情
報
セ
ン

タ
ー
、
宮
城
野
区
・
若
林
区
・
太
白

区
情
報
セ
ン
タ
ー
で
も
会
議
の
資
料

を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す　
問
都
市
計

画
課
☎
214
・
8
2
9
4

都
市
計
画
の
案
が
縦
覧
で
き
ま

す◦
縦
覧
期
間‖
10
月
６
日
㈬
～
19
日

㈫
（
閉
庁
日
を
除
く
）　
◦
縦
覧
場

所‖

市
役
所
本
庁
舎
7
階
都
市
計
画

課　
◦
縦
覧
内
容‖
仙
塩
広
域
都
市

計
画
下
水
道
の
変
更
（
仙
台
市
公
共

下
水
道
）　
◦
縦
覧
期
間
中
に
意
見

書
を
提
出
で
き
ま
す　
問
都
市
計
画

課
☎
214 

・
８
２
９
４

市
有
地（
一
般
競
争
入
札
物
件
）

を
お
売
り
し
ま
す

◦
入
札
参
加
受
付‖

10
月
６
日
㈬
～

29
日
㈮
の
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５

所
在
地

面
積

用
途

地
域

最
低
売

却
価
格

青
葉
区
双
葉
ケ

丘
１
─
52
─
367
932.72
㎡

第一種低層
住居専用地域

41,700
千円

若
林
区
若
林

３
─
11
─
14

917.43
㎡
第二種
住居地域

73,800
千円

時
（
郵
送
の
場
合
は
簡
易
書
留
で
。

期
間
内
必
着
）　
◦
入
札
は
郵
送
方

式
で
実
施
。
手
順
等
は
、
参
加
申
込

者
に
個
別
に
お
知
ら
せ
し
ま
す　
◦

開
札
日
時‖

11
月
25
日
㈭
午
前
10
時

～
（
立
ち
会
い
不
可
）　
◦
物
件
の

所
在
地
は
土
地
の
地
番
で
、
住
居
表

示
と
は
異
な
り
ま
す　
◦
現
地
説
明

会
は
開
催
し
ま
せ
ん
。
各
自
現
地
を

ご
確
認
く
だ
さ
い　
◦
詳
し
く
は
市

役
所
本
庁
舎
４
階
財
政
企
画
課
で
配

布
す
る
実
施
要
領
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
る
ほ
か
希
望

者
に
は
郵
送
も
可
）
で
ご
確
認
く
だ

さ
い　
問
財
政
企
画
課
☎
214
･
８
０

６
８

生
け
垣
づ
く
り
に
助
成
し
ま
す

　
市
街
化
区
域
内
ま
た
は
東
日
本
大

震
災
に
よ
る
津
波
浸
水
区
域
等
に
あ

る
宅
地
に
お
い
て
、
道
路
か
ら
視
認

で
き
る
奥
行
き
10
メ
ー
ト
ル
以
内
の

場
所
（
隣
地
境
界
を
除
く
）
に
生
け

垣
を
設
置
す
る
場
合
の
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

◦
工
事
着
手
３
週
間
前
ま
で
に
申
請

し
、
年
度
内
に
完
了
す
る
こ
と
が
条

基
準

助
成
金
額

高
さ
が
60
㎝
以
上
の

樹
木
を
１
m
当
た
り

２
本
以
上
植
栽
し
、

植
栽
延
長
が
５
m
以

上
ま
た
は
植
栽
延
長

１
m
以
上
の
複
数
の

生
け
垣
の
総
延
長
が

５
m
以
上
で
あ
る
こ

と

生
け
垣
の
設
置
費

用
の
半
額
か
、植

栽
す
る
樹
木
の
本

数
に
2
5
0
0
円

を
乗
じ
た
額
の
い

ず
れ
か
少
な
い
方

（
上
限
15
万
円
）

件
で
す　
◦
生
け
垣
の
設
置
に
伴
う

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
費
用
に
つ
い

て
も
、
助
成
対
象
と
な
り
ま
す
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　

◦
申
請
期
限

‖

令
和
４
年
２
月
28
日

申
・
問
区
役
所
街
並
み
形
成
課
（
☎

は
９
ペ
ー
ジ
）

町
内
会
な
ど
が
管
理
す
る
街
路

灯
の
電
気
料
金
を
補
助
し
ま
す

◦
申
込
期
間‖

10
月
１
日
㈮
～
11
月

30
日
㈫　
◦
対
象‖

町
内
会
な
ど
の

団
体
が
管
理
し
て
い
る
道
路
照
明
用

街
路
灯
（
広
告
灯
や
営
業
用
、
今
年

度
街
路
灯
L
E
D
化
補
助
金
の
交
付

を
受
け
た
も
の
を
除
く
）　
◦
電
力

会
社
が
発
行
す
る
９
月
分
の
電
気
料

金
領
収
書
お
よ
び
電
気
料
金
請
求
内

訳
書
（
い
ず
れ
も
写
し
で
可
）
な
ど

が
必
要　
申
区
役
所
・
宮
城
総
合
支

所
道
路
課
、
秋
保
総
合
支
所
建
設
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

中
高
年
の
ひ
き
こ
も
り
の
方
向

け
の
居
場
所
「
お
れ
ん
じ
・
す

ぺ
ー
す
」
を
開
設
し
て
い
ま
す

◦
開
設
日
時‖

毎
週
月
・
木
曜
日
午

前
10
時
～
午
後
３
時　
◦
開
設
場
所

‖

朝
日
プ
ラ
ザ
エ
ザ
ー
ス
堤
通
雨
宮

町
Ⅱ│

101
（
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４

│

２
）　
◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま

い
の
ひ
き
こ
も
り
状
態
に
あ
る
40
～

64
歳
ま
で
の
方　
◦
専
門
の
ス
タ
ッ

フ
が
対
応　
◦
見
学
希
望
の
場
合
は

電
話
で
前
日
ま
で
に
要
予
約　
申
医

療
法
人
社
団
原
ク
リ
ニ
ッ
ク
☎
080
・

５
８
４
４
・
１
０
９
８　
問
障
害
者

支
援
課
☎
214
・
８
１
６
５

「
道
路
不
具
合
通
報
シ
ス
テ
ム
」

を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　
道
路
に
関
す
る
不
具
合
に
気
付
い

た
と
き
に
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ

リ
を
利
用
し
、
手
軽
に
市
に
通
報
で

き
る
「
道
路
不
具
合
通
報
シ
ス
テ

ム
」
の
運
用
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
通
報
の
対
象
は
道
路
の
穴
・
段
差
、

側
溝
の
破
損
な
ど
、
市
が
管
理
す
る

道
路
の
不
具
合
に
関
す
る
こ
と
で
す
。

道
路
拡
幅
な
ど
、
新
た
な
整
備
の
要

望
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

倒
木
な
ど
の
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、

区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
道
路
課
、

秋
保
総
合
支
所
建
設
課
（
☎
は
９
ペ

ー
ジ
）
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
ア
プ
リ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
や
投
稿

の
仕
方
な
ど
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
道
路
保
全
課
☎
214
・
8
3
8
1

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
P
C

B
）
廃
棄
物
等
の
調
査    

　
市
内
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を

含
む
電
気
機
器
を
使
用
ま
た
は
保
管

し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
古
い
ビ
ル

等
を
お
持
ち
の
方
を
対
象
に
、
委
託

業
者
（
㈱
ゼ
ン
リ
ン
）
に
よ
る
調
査

（
電
話
・
訪
問
等
）
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含

む
電
気
機
器
が
あ
る
場
合
は
、
法
律

の
定
め
る
期
間
ま
で
に
処
分
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
調
査
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
事
業
ご
み
減
量
課
☎
214
・
８
２
３

５

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ高齢者肺炎球菌予防接種・高齢者
インフルエンザ予防接種のお知らせ

※いずれも●接種場所 ‖予防接種登録医療機関（予約
の有無などは、直接登録医療機関に要確認）　●原発
避難者特例法の対象となる福島県内13市町村からの
避難者も対象　●生活保護世帯、市民税非課税世帯の
方等は自己負担無料。詳しくはお問い合わせください

問区役所家庭健康課、総合支所保健福祉課
（☎は９ページ）

種類 対象 費用／
接種期間

肺炎
球菌

過去に23価肺炎球菌のワクチンを接種したこ
とがない方で、①②のいずれかに該当する方
①令和３年度に65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳となる方②60歳
～64歳で心臓機能等に障害がある方（身体障
害者手帳１級相当程度）
◎上記対象の方が費用の助成を受けられるの
は、本年度のみです。令和４年４月以降は、
全額自己負担となります
◎令和元年度、令和２年度の対象の方で、新
型コロナウイルス感染症の影響により未接種
の方も、当面の間、特例で接種できます

自己負担
5,000円／
令和４年
３月31日
まで

インフ
ルエン
ザ

接種日に65歳以上の方または60歳～64歳で
心臓機能等に障害がある方（身体障害者手帳
１級相当程度）

自己負担
1,500円／
10月１日～
12月31日

◆新型コロナウイルスワクチン接種の予約受付
区分 予約方法

大規模
接種

《電話予約》東北大学（宮城県・仙台市）ワクチン接種センタ
ー予約窓口☎0570･003･503（毎日9:00～18:00）
《インターネット・L

ラ イ ン
INE予約》ホームページhttps://miyagi-

mass-vaccination.jp/で

集団接種
（夜間接種
も含む）

《電話予約》仙台市新型コロナウイルスワクチン接種専用コー
ルセンター☎0570･05･5670（毎日8:30～19:00）
《インターネット予約》市ホームページの「仙台市新型コロ
ナウイルスワクチン接種ポータルサイト」で

個別接種 各医療機関で異なります。予約可能な医療機関は、市ホー
ムページまたはコールセンターでご確認ください

※掲載内容は９月16日現在。最新情報や個別接種を行っ
ている医療機関など、詳しくは市ホームページをご覧いた
だくか、仙台市新型コロナウイルスワクチン接種専用コー
ルセンター☎0570･05･5670までお問い合わせください

◆その他のワクチンを接種する方は接種日にご注意を
　新型コロナウイルスワクチンとその他のワクチン（インフ
ルエンザワクチン等）は、接種してから２週間以上空けない
と、もう片方を接種できません。予約の際はご注意ください。

＜例＞10月１日㈮に新型コロナウイルスワクチンを接種
した場合、インフルエンザ予防接種を受けることができる
のは10月15日㈮（２週間後の同じ曜日）以降になります
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